
東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会 

石油コンビナート分科会検討事項について 

 

消防庁特殊災害室 

 

１ 石油コンビナート等災害防止法（概要）について 

石油コンビナートは、石油若しくは高圧ガス又は双方を大量に扱う地域であり、災害発

生の危険性が大きく、発生した場合は大規模な災害に発展する可能性が大きい地域であり

ます。 

石油等を貯蔵・取り扱う危険物施設、高圧ガスを貯蔵・取り扱う高圧ガス施設等につい

ては、個々の法令により安全対策を実施することとされておりますが、石油コンビナート

等災害防止法は、これらの個別の法令と相まって石油コンビナートの総合的な防災施策の

推進を図るためのものであります。 

石油コンビナート等災害防止法が担う石油コンビナートの防災施策としては、以下の事

項があります。 

（１）新設・変更の届出、指示（施設地区のレイアウトの基準） 

（２）特定防災施設（流出油等防止堤（基準有）、屋外給水施設（基準有）、非常通報設

備） 

（３）防災資機材等（化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船等、大容量泡

放射システム） 

（４）自衛防災組織、共同防災組織、広域共同防災組織の設置と運用 

（５）石油コンビナート等防災本部及び石油コンビナート等防災計画 

 

２ 検討事項について 

当分科会では、上記１の（２）、（３）、（４）に関して、「東日本大震災を踏まえた危険

物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会」において課題設定された下記①～④に

ついて検討しております。 

 

① 特定防災施設等、防災資機材等の地震・津波対策 

② 大容量泡放射システムの運用方法等 

③ 地震発生時、津波警報発令時及び津波来襲後の自衛防災組織等の活動のあり方 

④ コンビナート周辺住民の避難 
 

 開催要項（抜粋）  
（目的） 
第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による石油コンビナート施設における被害状

況について実態調査を行った結果を踏まえて、地震・津波対策のあり方について検討を行うため、「東
日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会 石油コンビナート分科
会」（以下「分科会」という。）を開催する。 

 
（調査検討事項） 
第２条 分科会は次の事項について調査検討を行う。 
（１） 特定防災施設等、防災資機材等の地震・津波対策 
（２） 大容量泡放射システムの運用方法等 
（３） その他必要な事項 
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